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第　４　日 第 　 回

 

　　　（紙面の都合により，掲載できないことがありますのであらかじめご承諾ください。）
　　 なお，広報・催し物案内等に掲載を希望される場合は，２箇月前までに提出してください。
　※許可申請書は，使用開始１箇月前までに提出してください。
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